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白岡市職員定数条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

新 旧 

第２条 次に掲げる機関の事務を補助する職員の

定数は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 次に掲げる機関の事務を補助する職員の

定数は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 市長 ３１７人 ⑴ 市長 ３０４人 

⑵ 略 ⑵ 略 

⑶ 教育委員会 ５４人 ⑶ 教育委員会 ６０人 

⑷～⑻ 略 ⑷～⑻ 略 

⑼ 上下水道管理者 ２３人 ⑼ 上下水道管理者 ３０人 

２ 次に掲げる職員は、前項各号に掲げる職員の定

数外とする。 

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

５２条の１７第１項（第２９２条において準用

する場合を含む。）の規定により、他の地方公

共団体に派遣している職員 

⑵ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２８条第２項の規定により、休職を命じられ

ている職員 

⑶ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第１１０号）第２条第１項の規定によ

り、育児休業をしている職員 

⑷ 白岡市公益的法人等への職員の派遣等に関す

る条例（平成１９年白岡町条例第２１号）第２

条第１項の規定により、公益的法人等に派遣し

ている職員 

２ 前項に定める定数のほか、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２５２条の１７第１項（第

２９２条において準用する場合を含む。）の規定

により、他の地方公共団体に派遣している職員の

定数は、市長が必要と認める範囲内において定め

ることができる。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


